
カテエネガスプラン for auのご契約に関わる重要事項
１　ガス料金メニュー

　お客さまがご加入を希望される，または現在ご加入されているガス料金メニューは，別表１からご確認ください。
２　ガス需給契約のお申込み

（１） お客さまが新たにガス需給契約を希望される場合は，あらかじめ当社が別途定めるガス基本契約要綱，適用を希望される個別要綱および東邦瓦斯株式
会社（以下，「一般ガス導管事業者」といいます。）が定める小売託送供給約款およびその他の供給条件等（以下，「託送約款等」といいます。）における需
要者に関する事項を遵守することを承認のうえ，当社が必要とする事項を明らかにして，当社所定の様式によって，auエネルギー&ライフ株式会社（以下,

「auEL」といいます。）またはauELの委託先を通じてお申込みをしていただきます。
（２）  （１）によりガス需給契約のお申込みをされる場合は，お客さまは，あらかじめ，次の事項を承諾するものといたします。
　ア　２5に定める事項
　イ　当社が，１9（３）および（５）による調査の結果および一般ガス導管事業者が託送供給のために必要とするお客さまの情報を一般ガス導管事業者に提供

すること。
　ウ　当社が，一般ガス導管事業者から，ガス需給契約の締結および実施または保安上必要なお客さまの情報の提供を受けること。
　エ　ガス事業法第１４条で定めるガス料金その他の供給条件の説明および書面の交付ならびに同法第１５条で定める書面の交付について，当社が，２4のと

おり取り扱うこと。
（３） お客さまならびに供給施設（ただし，一般ガス導管事業者が所有する供給施設を除きます。以下，本項において同じ。）の所有者または占有者（以下「お客さ

ま等」といいます。）には，10，１1，１5（２），１8，20，２1，２2および２3に定める事項および託送約款等で定めるお客さま等に関する事項をあらかじめ承諾し
ていただき，それらの事項を遵守していただきます。なお，供給施設の所有者または占有者がお客さま以外の方である場合は，あらかじめ，その所有者ま
たは占有者の方の承諾をえていただきます。

（４） 当社は，一般ガス導管事業者の求めにより，（３）の事項について，お客さま等に承諾書を提出していただくことがあります。
（５） 需要場所に対するガスの供給の検討は，託送約款等の定めるところにより一般ガス導管事業者が実施いたします。なお，供給検討にあたり，試掘調査等別

途費用を要する場合には，その実費を申し受けます。
３　ガス需給契約の成立および契約期間

（１） ガス需給契約は，お客さまが，料金を，KDDI株式会社または沖縄セルラー電話株式会社（以下あわせて「KDDI等」といいます。）が別に定めるカテエネガ
スプラン for au立替払いサービス請求規約(https://www.au.com/content/dam/au-com/static/designs/gas/chubu/pdf/pdf07_202102.
pdf)に係る契約にもとづき，KDDI等に毎月継続して料金を立替えさせる方法（以下「ＫＤＤＩ立替払いサービス」といいます。）により支払われる場合で，お
客さまと当社が合意したときに成立いたします。

（２） カテエネガスプラン１ for au，カテエネガスプラン２ for auおよびカテエネガスプラン３ for auの契約期間は，ガス需給契約が成立した日から，料金適用
開始の日が属する年度（４月１日から翌年３月３１日までの期間をいいます）の翌年度の末日までといたします。

（３） カテエネガスプラン１ for au，カテエネガスプラン２ for auおよびカテエネガスプラン３ for auの契約期間満了に先だって，お客さまと当社の双方が，ガ
ス需給契約の廃止もしくは解約または変更について申入れを行わない場合は，ガス需給契約は，契約期間満了後も２年ごとに同一条件で継続されるもの
といたします。この場合の取扱いは，24によります。

４　供給開始予定日
　原則として，次のいずれかに該当する日を供給開始予定日といたします。

（１） 他社からガス小売事業者を切替えるお客さまの場合は，お申込みいただいた日の当月，翌月または翌々月の検針日の翌日といたします。
（２） 現在ご契約中のガス料金メニューをご変更されるお客さまの場合は，お申込みいただいた日以降，最初に到来する検針日の翌日またはその次に到来する

検針日の翌日といたします。
（３） （１），（２）以外のお客さまの場合は，当社へお申し出いただいた供給開始希望日といたします。

5　適用の終了
（１） お客さまが，３（１）に該当しなくなる場合には，お客さまは，KDDI等を通じてすみやかに当社に申し出ていただきます。この場合，当社は，お客さまが適用を

受ける個別要綱の適用を終了いたします。なお，個別要綱の適用を終了する場合には，あらかじめその旨をお客さまにお知らせいたします。
（２） 当社が（１）によって個別要綱の適用を終了した場合には，当社が（１）のお知らせの際に定める日から，カテエネガスプラン１,2,３のうち対応する個別要綱を

新たに適用いたします。
6　ご請求金額の計算方法等

（１） 月々のガス料金は，１月ごとのガス使用量等にもとづいた基本料金と従量料金（原料費調整額を加味します。）を合計した金額といたします。原料費調整額
を加味した，当月分の調整単位料金（以下「従量料金単価」といいます。）は，当社ホームページからご確認ください。

※原料費調整額とは：都市ガスの原料（ＬＮＧ（液化天然ガス）・ＬＰＧ（液化石油ガス））の価格は，市場や為替等の外部要因により変動します。原料費調整制度と
は，都市ガスの原料であるＬＮＧ・ＬＰＧの価格変動を適切にガス料金に反映させるしくみです。　

＜計算方法＞
　ガス料金＝基本料金（税込）＋従量料金単価（税込）×ガス使用量

（２） ガス料金は，日割り計算によりガス料金を算定する次の場合を除き，ガス料金の算定期間を「１月」として算定いたします。
　ア　託送約款等に定める定例検針日の翌日から次の定例検針日までの期間が２４日以下または３６日以上となった場合
　イ　新たにガスの供給を開始した場合，またはガス需給契約が廃止もしくは解約した場合で，ガス料金の算定期間が２９日以下または３６日以上となった場合

（3） 2023年7月10日から2024年1月15日までの期間に，カテエネガスプラン1 for au，カテエネガスプラン2 for auおよびカテエネガスプラン3 for auの
いずれかに申込みいただき，2023年7月10日から2024年3月31日までの期間に新たにガスの使用を開始したお客さまについては，初回請求分を含む
供給開始後6か月分の基本料金を0円（以下「キャンペーン特典1」といいます。）といたします。また，2024年2月15日から2024年5月31日までの期間
に，カテエネガスプラン1 for au，カテエネガスプラン2 for auおよびカテエネガスプラン3 for auのいずれかに申込みいただき，2024年2月15日から
2024年7月31日までの期間に新たにガスの使用を開始したお客さまについては，初回請求分を含む供給開始後12か月分の基本料金を半額（以下「キャ
ンペーン特典2」といいます。）といたします。

（4） （3）の条件を満たすお客さまが，キャンペーン特典1適用期間中において，カテエネガスプラン1 for au，カテエネガスプラン2 for auおよびカテエネガス
プラン3 for auのいずれかにガス料金メニューを変更された場合も，当該キャンペーン特典1適用期間中において，契約変更後のガス料金メニューの基
本料金を引き続き0円といたします。また，キャンペーン特典2適用期間中において，カテエネガスプラン1 for au，カテエネガスプラン2 for auおよびカ

以下の内容は,カテエネガスプラン for auのご契約に関する重要事項が記載されておりますので,十分ご理解
いただき,大切に保管していただきますようお願いいたします。なお,本ご契約に関わる重要事項は,ガス事業法
および特定商取引（ご家庭のお客さま）に関する法律に基づく書面となります。



テエネガスプラン3 for auのいずれかにガス料金メニューを変更された場合も，当該キャンペーン特典2適用期間中において，契約変更後のガス料金メ
ニューの基本料金を引き続き半額といたします。 

（5） 解約によりガス需給契約を終了したお客さまからの同一需要場所におけるガス需給契約の申込みの場合はキャンペーン特典１，キャンペーン特典2を
適用いたしません。

7　ガス使用量の算定
　ガス料金の算定期間におけるガス使用量は，一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところにより算定した当該期間のガスの供給量にもとづき算定い
たします。また，ガスメーター（ガス料金算定の基礎となるガス使用量を計量するための計量器をいいます。以下同じ。）の故障等によって，一般ガス導管事業者
がガスの供給量を正しく計量できなかった場合には，ガス料金の算定期間におけるガス使用量は，託送約款等に定めるところにより，お客さまと当社との協議
によって定めます。

8　ガス料金の支払い方法
（１） お客さまは，毎月， KDDI立替払いサービスにより，ガス料金を支払うものとし，ガス料金がKDDIにより当社が指定する金融機関等に払い込まれたときに，

お客さまから当社に対する支払いがなされたものといたします。
（２） KDDI立替払いサービスに基づき，カテエネガスプラン for au のガス料金相当額が，KDDI等が定める支払期日を過ぎて支払われない場合は，KDDI等

より料金督促を実施させていただきます。
9　供給ガスの熱量，圧力および燃焼性

　当社の供給するガスの類別は13A（燃焼速度35～47，ウォッベ指数52.7～57.8）です。標準熱量は45MJ/m3Nとし，最低熱量は44MJ/m3Nといたしま
す。ガスの圧力の最低圧力は1.0kPa，最高圧力は2.5kPaといたします。

１0 需要場所への立入りによる業務の実施
　当社または一般ガス導管事業者（当社または一般ガス導管事業者が委託した業者も含みます。）は，次の業務を実施するため，お客さま等の承諾をえて，お
客さま等の土地または建物に立ち入らせていただくことがあります。この場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することを承諾し
ていただきます。なお，お客さま等の求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

（１） 検針（ガスメーター等の確認等を含みます。）
（２） 供給施設の検査もしくは確認または消費機器の調査
（３） 一般ガス導管事業者の供給施設の設計，工事または維持管理
（４） １1，１1の解除，ガス需給契約の廃止および解約のための業務
（５） ガスメーター等の法定検定期間満了等による取替え
（６） その他ガス基本契約要綱または個別要綱により，ガス需給契約の成立，変更もしくは終了等のために,またはガスの供給のために必要な業務および保安上

必要な業務
１1 供給または使用の制限等

（１） 次のいずれかに該当する場合には，当社または一般ガス導管事業者は，ガスの供給を制限または中止（以下「制限等」といいます。）することがあります。
また，この場合，当社の受けた損害について賠償していただくことがあります。

　ア　お客さま等が，10に反して，当社または一般ガス導管事業者の係員による業務の実施を正当な理由なく拒否し，または妨害した場合
　イ　お客さま等が，ガス工作物を故意または過失により損傷し，または失わせた場合
　ウ　お客さま等が，１8，１9，20，２1に反した場合，または当社もしくは一般ガス導管事業者がそれらの定めにより必要となる措置をとることができない場合
　エ　お客さま等が，ガスを不正に使用した場合，または使用しようとしたと明らかに認められる場合
　オ　お客さま等が，その他ガス基本契約要綱もしくはお客さまが適用を受ける個別要綱または託送約款等で定めるお客さま等に関する事項に反した場合

（２） 次のいずれかに該当する場合には，当社または一般ガス導管事業者は，ガスの供給を制限等しまたはお客さまにガスの使用を制限等していただくこと
があります。

　ア　災害等その他の不可抗力が生じた場合
　イ　ガス工作物に故障が生じた場合
　ウ　ガス工作物の修理その他工事の施工（ガスメーター等の点検，修理，および取替え等を含みます。）のため特に必要がある場合
　エ　法令の規定または託送約款等の定めによる場合
　オ　当社または一般ガス導管事業者が，ガス漏れによる事故の発生のおそれがあると認めた場合
　カ　当社または一般ガス導管事業者が，ガスの不完全燃焼による事故の発生のおそれがあると認めた場合
　キ　保安上またはガスの安定供給上必要な場合
　ク　一般ガス導管事業者のガス導管事業の的確な遂行に支障を与える事象が発生し，または一般ガス導管事業者が発生するおそれがあると認めた場合

（３） 当社または一般ガス導管事業者が（１）または（２）によってガスの供給を制限等し，またはお客さまにガスの使用を制限等していただく場合には，必要に応
じ，一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせすることがあります。

（４） 当社または一般ガス導管事業者が（１）または（２）によってガスの供給を制限等し，またはお客さまにガスの使用を制限等していただいた場合（一般ガス導
管事業者が（３）のお知らせをした場合を含みます。）には，その制限等に関する問い合わせについては，当社に申し出ていただきます。

１2 違約金
（１） お客さまがガス工作物の改変等によって不正にガスを使用し，そのために料金の全部または一部の支払いを免れた場合には，当社は，その免れた金額の

３倍に相当する金額を，違約金として申し受けます。
（２） （１）の免れた金額は，適正な供給条件にもとづいて算定された金額と，不正な使用方法にもとづいて算定された金額との差額といたします。
（３） 不正に使用した期間が確認できないときは，６か月以内で当社が決定した期間といたします。

１3 当社からの申し出によるガス需給契約の解約に関する事項　
（１） 当社または一般ガス導管事業者が１1（１）によってガスの供給を制限等した場合で，お客さまが当社の定めた期日までにその理由となった事実を解消され

ない場合には，当社は，ガス需給契約を解約することがあります。
（２） お客さまが，当社へ通知をされないで，その需要場所から移転され，ガスを使用されていないことが明らかな場合には，当社または一般ガス導管事業者が

需給を終了させるための処置を行なった日にガス需給契約は消滅するものといたします。
１4 ガス需給契約の消滅または変更にともなうガス料金その他の精算

（１） ガス需給契約の消滅，解約，変更にともなうガス料金その他精算については，お客さまが適用を受ける個別要綱で定めるとおりといたします。　
（２） ガス需給契約の消滅または変更にともなって一般ガス導管事業者に費用または損害が生じる場合で，それがお客さまの責めとなる理由によるもので

あるときには，当社は，その費用または損害について一般ガス導管事業者から請求を受けた金額に相当する金額を申し受けます。
１5 ガス需給契約消滅後の関係

（１） ガス需給契約期間中のガス料金その他の債権債務は，ガス需給契約の消滅によっては消滅いたしません。
（２） 一般ガス導管事業者は，ガス需給契約が消滅した後も，一般ガス導管事業者が所有するガスメーター等の供給施設を，設置場所の所有者または占有者の

承諾をえて，その場所に引き続き置かせていただくことがあります。



１6 ガス工事
（１） ガスを新たに使用するため，またはガスの使用状況を変更するためにガス工事を申し込む方は，一般ガス導管事業者または託送約款等で定める者（以下

「一般ガス導管事業者等」といいます。）にお申込みをしていただきます。
（２） ガス工事は，一般ガス導管事業者等が施工いたします。
（３） お客さまが一般ガス導管事業者等にお申込みをされたガス工事の工事費その他の条件は，お客さまと一般ガス導管事業者等との間で定めていただくも

のとし，当社はこれに関与いたしません。
（４） 一般ガス導管事業者は，お客さまが所有または占有する土地と道路との境界線（以下「境界線」といいます。）内において，お客さま等のために必要な供給

施設の設置に要する場所を無償で使用させていただきます。なお，その場所が借地または借家である場合には，あらかじめ，その建物の所有者その他利
害関係人の方の承諾をえていただきます。

（５） 一般ガス導管事業者がお客さま等のために私道に導管を埋設する場合には，その私道の所有者その他利害関係人の方の承諾をえていただきます。
（６） 内管およびガス栓は，お客さま等の所有とし（ただし，一般ガス導管事業者が託送約款等で定めるところによりその所有権を留保する場合を除きます。），託

送約款等で定めるところにより，お客さま等の負担で設置していただきます。
（７） お客さま等のために設置されるガス遮断装置，お客さま等のお申込みによりそのお客さま等のために設置される整圧器，お客さま等のお申込みにより設

置される昇圧供給装置は，お客さま等の所有とし，託送約款等で定めるところにより，お客さま等の負担で設置していただきます。
（８） 供給管は一般ガス導管事業者の所有とし，これに要する工事費は，一般ガス導管事業者が負担いたします。ただし，お客さま等の依頼により供給管の位置

替え等を行なう場合には，託送約款等で定めるところにより，その工事費をお客さま等に負担していただきます。
（９） お客さま等の所有となる供給施設の修繕費は，託送約款等で定めるところにより，お客さま等に負担していただきます。
（10）本支管および整圧器（ただし，託送約款等で定めるところにより，お客さま等の所有となる整圧器を除きます。以下同じ。）は，一般ガス導管事業者の所有と

し，一般ガス導管事業者が設置いたします。
（11）ガス工事のお申込みにともない，本支管および整圧器，もしくはガス遮断装置を新たに設置する工事，または本支管を入れ替えもしくは整圧器を取り替え

る工事を必要とする場合で，その費用が託送約款等で定める一般ガス導管事業者の負担額をこえる場合には，託送約款等で定める金額を工事負担金とし
て申し受けます。

（12）ガスメーターおよび負荷計測器は，一般ガス導管事業者の所有とし，一般ガス導管事業者が設置いたします。なお，ガスメーターは，託送約款等で定める
ところにより，需要場所に設置されている消費機器等に応じて，一般ガス導管事業者が選定し，１需要場所について１ガスメーターを設置いたします。ただ
し，一般ガス導管事業者が特別の事情があると判断したときは，１需要場所について複数のガスメーターを設置することがあります。

（13）ガスメーター等の取付位置は，適正な計量ができ，かつ，検針，検査ならびに取替え等の維持管理が容易な場所とし，一般ガス導管事業者がお客さまとの
協議によって定めます。なお，ガスメーター等の取付位置は，お客さまから無償で提供していただきます。

（14）（12）の設置に要する工事費は，託送約款等で定めるところにより，お客さま等に負担していただきます。ただし，ガスメーターの検定期間満了による取替
えその他一般ガス導管事業者の都合により工事が行なわれる場合には，それに要する工事費は一般ガス導管事業者が負担いたします。

１7 工事負担金等の申受けおよび精算
（１） １6（６），（７），（８），（９）および（14）の工事費等は，お客さまがお申込みをされた一般ガス導管事業者等に支払っていただくものとし，当社はこれに関与いた

しません。
（２） １6（11）の工事負担金は，一般ガス導管事業者の求めにしたがい，原則として工事着手前に，当社に支払っていただきます。なお，工事負担金の金額は，一

般ガス導管事業者が算定いたします。なお，工事負担金を支払っていただいた後，工事費等に著しい差異が生じたときは，工事完成後，一般ガス導管事業
者の求めにしたがい，工事負担金を精算するものといたします。

１8 供給施設の保安責任
（１） 内管およびガス栓その他お客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設については，お客さま等の責任において管理していただきます。
（２） 一般ガス導管事業者は，法令で定めるところにより，（１）の供給施設について，検査および緊急時の応急の措置等の保安責任を負います。
（３） 一般ガス導管事業者は，法令で定めるところにより，内管およびガス栓ならびに昇圧供給装置について，お客さま等の承諾をえて検査いたします。なお，そ

の検査の結果は一般ガス導管事業者からお客さま等にお知らせいたします。
（４） お客さま等が（３）のお知らせを受けたときは，お客さま等の負担で，法令で定める技術基準（以下「技術基準」といいます。）に適合するように修理等し，また

は使用を中止する等の必要な措置をとっていただきます。
（５） お客さま等の所有し，または占有するガス工作物について，お客さま等は，法令で定めるところにより，次の責務を負います。
　ア　当社または一般ガス導管事業者がガス工作物を技術基準に適合するように維持するために必要な措置を講じようとするときは，その措置の実施に協力

するよう努めていただきます。
　イ　当社または一般ガス導管事業者が経済産業大臣から，ガス工作物を法令で定める技術基準に適合するように修理等し,もしくはその使用を一時中止す

べきことを命じられ，またはその使用を制限されたときは，当社または一般ガス導管事業者がその命令または処分を受けてとる措置の実施に協力して
いただきます。

　ウ　ガス工作物が公共の安全の確保上特に重要なものである場合で，お客さま等にイの協力をしていただけないときには，経済産業大臣は，お客さま等に
対し，その協力をするよう勧告をすることがあります。

（６） （１）の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で，それが一般ガス導管事業者の責めとならない理由によるものであるときには，一般ガス
導管事業者は，お客さま等の受けた損害について賠償の責めを負いません。

（７） （１）の供給施設においてガス漏れその他の事故が生じた場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときには，当社は，お客さま等の受け
た損害について賠償の責めを負いません。

１9 消費機器に関する周知および調査
（１） 消費機器については，お客さま（ただし，消費機器の所有者または占有者の方を含みます。（３），（４），（5），（６），（７）および（８）において同じ。）の責任において

管理していただきます。
（２） 当社は，法令で定めるところにより，ガスの使用に伴う危険の発生を防止するために必要な事項を，書面または電磁的方法その他適切な方法により,お客さ

まにお知らせいたします。なお，電磁的方法とは，お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をい
うものといたします。

（３） 当社は，法令で定めるところにより，お客さまの承諾をえて，当社の供給するガスに係る消費機器が技術基準に適合しているかどうかを調査いたします。
なお，お客さまのお求めに応じ，係員は，所定の証明書を提示いたします。

（４） 当社は，（３）の調査の結果，技術基準に適合していないと認めるときは，技術基準に適合させるためにとるべき措置およびその措置をとらなかった場合に
生ずると予想される結果を，お客さまにお知らせいたします。

（５） 当社は，（４）のお知らせをした消費機器について，法令で定めるところにより，お客さまの承諾をえて，再び調査いたします。
（６） お客さまが（４）のお知らせを受けたときは，お客さまの負担で，技術基準に適合するように修理等しまたは使用を中止する等の必要な措置をとっていただ

きます。
（７） 当社は，（３）および（５）による調査の結果を一般ガス導管事業者に提供いたします。ただし，お客さまからその提供に承諾しない旨の申し出があったときは，



この限りではありません。
（８） 消費機器において不完全燃焼その他の事故が生じた場合で，それが当社の責めとならない理由によるものであるときには，当社はお客さまの受けた損

害について賠償の責めを負いません。　
20 保安に対するお客さまの協力

（１） お客さま等がガス漏れを感知したときは，ただちにメーターガス栓およびその他のガス栓を閉止して，一般ガス導管事業者に通知していただきます。こ
の場合には，一般ガス導管事業者は，ただちに適切な処置をとります。

（２） （1）のほか,お客さま等が当社の供給するガスによる災害が発生し，または発生するおそれがあると認めたときは，ただちにその旨を当社または一般ガ
ス導管事業者に通知していただきます。この場合には，通知を受けた当社または一般ガス導管事業者は，適切な処置をとります。

（３） 当社または一般ガス導管事業者は，ガスの供給または使用が中断された場合，その中断の解除のためにマイコンメーターの復帰操作等をお客さま等
にしていただくことがあります。その方法は，当社または一般ガス導管事業者がお知らせいたします。なお，供給または使用の状態が復旧しないときは，

（１）に準じて一般ガス導管事業者に通知していただきます。
（４） 当社または一般ガス導管事業者は，保安上必要と認める場合には，お客さま等の構内または建物内に設置した供給施設，消費機器について，修理，改造，

移転もしくは特別の施設の設置を求め，または使用をお断りすることがあります。
（５） お客さま等が一般ガス導管事業者の承諾なしに供給施設を変更（ガス栓の増減，内管またはガスメーターの位置替えを含みます。）し，または供給施設

もしくは9に規定するガスの性状等に影響を及ぼす施設を設置することをお断りいたします。
（６） 一般ガス導管事業者が16（13）により設置したガスメーターについては，検針，検査，取替えその他維持管理が常に容易な状態に保持していただきます。
（７） 一般ガス導管事業者は，必要に応じてお客さま等の資産となる境界線からガス栓までの供給施設の管理等についてお客さま等と協議させていただくこ

とがあります。
２1 お客さまの責任

（１） 当社が１9（２）によりお知らせした事項等を遵守して，ガスを適正かつ安全に使用していただきます。
（２） お客さま等が乾燥器，炉，ボイラー等の保安上の取扱いに注意を要する特殊な消費機器を設置もしくは撤去し，またはその使用を開始する場合には，あ

らかじめ当社の承諾をえていただきます。
（３） お客さま等が，圧縮ガス等を併用する場合等，当該ガスが逆流するおそれがある場合には，一般ガス導管事業者の指定する場所に一般ガス導管事業者

が認めた安全装置を設置していただきます。この場合，安全装置はお客さま等の所有とし，その設置に要する費用（設計見積金額に消費税等相当額を
加えたものといたします。）は，お客さま等に負担していただきます。

（４） お客さま等が昇圧供給装置を使用する場合には，その使用方法にしたがい，天然ガス自動車または次に掲げる全ての条件を満たすものにガスを昇圧し
て供給することのみに使用していただきます。

　ア　高圧ガス保安法その他の関係法令に定めるものであること
　イ　当該昇圧供給装置により昇圧可能な最高の圧力に耐えられる強度を持つものであること
　ウ　当社の供給するガスに適合するものであること
　エ　高圧ガス保安法その他の関係法令に定められる検査の有効期限内のものであること
　オ　一般ガス導管事業者で認めた安全装置を備えるものであること

２2 供給施設等の検査
（１） お客さまが，ガスメーターの計量の検査を希望される場合は，その旨を当社に申し出ていただきます。この場合，一般ガス導管事業者が検査を実施し，

検査に要する費用は，一般ガス導管事業者が託送約款等にもとづき負担する場合を除き，お客さまに負担していただきます。
（２） お客さま等が内管，昇圧供給装置，ガス栓，消費機器，お客さま等のために設置されるガス遮断装置もしくは整圧器またはガスメーター以外のガス計量

器等が法令等で定める基準に適合しているかどうかについての検査を希望される場合は，その旨を一般ガス導管事業者に申し出ていただきます。この
場合，検査に要する費用は，検査の結果にかかわらず，お客さま等に負担していただきます。

（３） 一般ガス導管事業者が（１）または（２）の検査を行なった場合には，当社または一般ガス導管事業者は，その結果をお客さま等にお知らせいたします。
（４） 一般ガス導管事業者が（１）または（２）の検査を行なう場合には，お客さま等は，自ら検査に立ち会い，または代理人を立ち会わせることができます。

２3 ガス事故の報告
　消費段階における事故が発生した場合には，当社は，一般ガス導管事業者から，一般ガス導管事業者が事故現場で把握した情報の提供を受けます。

２4 供給条件の説明等
（１） 当社は，お客さまとガス需給契約を締結しようとするときは，法令で定めるところにより，次の事項をお客さまに説明いたします。
　ア　お客さまが，新たにガス需給契約を希望され，ガス需給契約のお申込みをされた場合は，法令で定めるガス料金その他の供給条件を説明いたします。
　イ　お客さまと当社が，ガス需給契約を契約期間満了後も同一条件で継続する場合は，更新後の契約期間のみを説明いたします。
　ウ　当社が，ガス基本契約要綱または個別要綱を変更する場合（ただし，エの場合を除きます。）は，変更しようとする事項のみを説明いたします。
　エ　当社が，ガス基本契約要綱または個別要綱を変更する場合（法令の制定または改廃にともない当然必要とされる形式的な変更その他ガス需給契約

の内容の実質的な変更をともなわない変更をする場合に限るものとし，消費税および地方消費税の税率が変更された場合，関係する法令が制定さ
れ，もしくは改廃された場合，または託送約款等が変更された場合を含みます。）は，変更しようとする事項の概要のみを説明いたします。

　オ　お客さまが，ガス需給契約の変更を希望され，その契約変更のお申込みをされた場合は，変更しようとする事項のみを説明いたします。
（２） 当社は， （１）の説明をするときは， （１）イおよびエの場合を除き，法令で定めるガス料金その他の供給条件を記載した書面（以下「契約締結前書面」とい

います。）をお客さまに交付いたします。ただし，（１）ウおよびオの場合は，変更しようとする事項のみを契約締結前書面に記載いたします。
（３） 当社は，お客さまとガス需給契約を締結したときは，（１）エの場合を除き，法令で定める次の事項を記載した書面（以下「契約締結後書面」といいます。）を

お客さまに交付いたします。ただし，（１）イの場合は，次のア，イ，エおよび更新後の契約期間のみを，（１）ウおよびオの場合は，次のア，イ，エおよび変更し
た事項のみを契約締結後書面に記載いたします。

　ア　当社の名称および住所
　イ　契約年月日
　ウ　当社の登録番号
　エ　供給地点特定番号
　オ　法令で定めるガス料金その他の供給条件

（４） 当社は，電磁的方法その他当社が適切と認める方法により，供給条件の説明義務の履行，契約締結前書面の交付および契約締結後書面の交付を行
ないます。なお，電磁的方法とは，お客さまに電子メールを送信する方法またはインターネット上の当社ウェブサイトに掲載する方法等をいうものと
いたします。

２5 信用情報の共有
　お客さまが，ガス基本契約要綱およびお客さまが適用を受ける個別要綱によって支払いを要することとなったガス料金その他の債務について，当社の定
める期日を経過してなお支払われない場合等には，お客さまの氏名，住所，支払状況等の情報（お客さまを識別できる情報をいいます。）を他のガス小売事
業者等へ当社が提供することをあらかじめ同意していただきます。



２7 その他
（１） 上記に記載のない事項については，ガス基本契約要綱，お客さまが適用を受ける個別要綱および託送約款等によります。なお，ガス基本契約要綱および

個別要綱等は，当社ホームページからご確認いただけます。託送約款等については，一般ガス導管事業者のホームページからご確認ください。
（２） KDDI立替払いサービスについて，上記に記載のない事項については，KDDI等が別途定めるカテエネガスプラン for au 立替払いサービス請求規約に

よります。
（３） 当社は，auエネルギーホールディングス株式会社,auELおよびKDDI等との間で，お客さまのガスのご契約に関する情報を共同利用することがあります。
（４） 当社は，ガス小売事業者および一般ガス導管事業者との間で，お客さまのガスのご契約に関する情報，ガス供給に関する設備の情報および消費機器等

の保安に関する情報を共同利用することがあります。詳細は，当社ホームページをご覧ください。
（5） ガス需給契約の変更をご希望される場合は，２（１）に定める新たにガス需給契約をご希望される場合に準じて申込みをしていただきます。また，ガス需

給契約の廃止，お申込みの撤回をご希望される場合は，当社所定の様式によって申込みをしていただきます。
２8 お問い合わせ

　お申込みおよび各種お問い合わせは，下記までご連絡ください。

２6 個人情報の取扱い

詳細は当社ホームページをご参照ください（https://miraiz.chuden.co.jp/company/privacy/）

個人情報の利用目的
　当社は，当社が取得・保有する個人情報について，次の事業において，契約の媒介・締結・履行，資産・設備等の形成・保全，関連するアフターサービス，商品・サービ
スの改善・開発，商品・サービスに関するダイレクトメール・電話・訪問等によるご案内，アンケートの実施，その他これらに付随する業務を行うために必要な範囲内に
おいて利用させていただきます。 
　なお，利用目的が法令等に基づき限定されている個人情報は，法令等で認められた場合を除き，法令等に基づき限定されている目的以外では利用いたしません。 
1. 電気事業 
2. ガス事業
3. エネルギー関連の機械器具および設備の製造,販売,賃貸,リース,修理,

運転および保守
4. 蒸気,温水,冷水等の熱供給に関する事業
5. 電気通信事業法に定める電気通信事業
6. 各種情報の収集,分析,処理,加工,提供および販売に関する事業ならびに

広告事業
7. データプラットフォーム事業
8. コミュニティサポートインフラ事業

 9. エネルギー利用,環境および前各号に関する調査,エンジニアリング
およびコンサルティング

10. 法人および個人向け各種支援サービスの提供および斡旋
11. 会員向け優待サービスの提供および斡旋
12. 銀行代理業,電子決済等代行業その他金融サービス業
13. 割賦販売法に定める信用購入あっせん
14. 資金決済に関する法律に定める前払式支払手段の発行および資金移動業
15. 損害保険代理業,自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業および

生命保険募集業その他保険媒介代理業,保険サービス業
16. 前各号に附帯関連する事業

詳細は当社ホームページをご参照ください（https://miraiz.chuden.co.jp/company/privacy/）

料金表 月間使用量 基本料金（円／月 税込） 従量料金単価※1（円／m3 税込）

暖房期（12月～4月）
A   　 20m3まで 943.35 162.16 
B   　 21～70m3 1,175.63 150.55 
C   　 71m3～ 2,842.53 126.73 

その他期（5月～11月）

A   　 20m3まで 740.87 193.29 
B   　 21～50m3 1,513.93 154.64 
C   　 51～100m3 1,782.81 149.26 
D 　 101～250m3 2,170.87 145.38 
E 　 251～500m3 2,389.85 144.51 
F 　 501m3～ 6,413.00 136.46 

●カテエネガスプラン2 for au

料金表 月間使用量 基本料金（円／月 税込） 従量料金単価※1（円／m3 税込）
通年 − − 2,717.00 111.95 

●カテエネガスプラン3 for au

※１ 従量料金単価には,原料費調整額は含みません。　※２ 上記金額にはすべて消費税等相当額を含みます。

料金表 月間使用量 基本料金（円／月 税込） 従量料金単価※1（円／m3 税込）
A 　   20m3まで 759.00 204.52 
B 　   21～50m3 1,616.39 156.29 
C 　   51～100m3 1,947.41 149.66 
D 　 101～250m3 2,243.80 146.70 
E 　 251～500m3 2,513.70 145.62 
F 　 501m3～ 6,597.96 137.45 

●カテエネガスプラン1 for au

ガス料金単価表 別表1

※サービス内容については,当社ホームページ掲載の各種サービス利用規約をご確認ください。

販売代理店
事 業 者 名
代 表 者 名
本 拠 地 所 在 地

： auエネルギー&ライフ株式会社
： 代表取締役社長　梶川 秀樹
： 東京都千代田区飯田橋三丁目１０番１０号

請求,収納に関するお問い合わせ先
お問い合わせ電話番号： 0120-925-881（通話料無料）

（受付時間 ９時～20時 年中無休）

ガス供給サービスを提供するガス小売事業者
事 業 者 名
代 表 者 名
本 店 所 在 地
登 録 番 号

： 中部電力ミライズ株式会社
： 代表取締役　大谷 真哉
： 愛知県名古屋市東区東新町１番地
： Ａ０００３

サービス，契約（お申込み・お申込みの撤回・ご契約の変更・ご契約の解約等）に関するお問い合わせ先
お問い合わせ電話番号 ： 0120-907-667（通話料無料）

（受付時間 平日 ： ９時～１９時，土曜日 ： ９時～１７時，日・祝日除く）
当社ホームページURL ： https://miraiz.chuden.co.jp/



　

○
○
○
○

役務提供事業者 
本 店 所 在 地 
代 表 者 
登 録 番 号

： 中部電力ミライズ株式会社
： 〒461-8680  名古屋市東区東新町１番地
： 代表取締役　大谷 真哉
： Ａ0003

書面内容について十分にお読みください

切手
4 6 1 8 6 8 0
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契約の解除通知

＜書面の場合＞ ＜電磁的記録の場合＞

電磁的方法によりクーリング
オフを行う場合は、以下URL

（クーリングオフ受付フォー
ム）よりご連絡ください。

https://miraiz.chuden.jp/
app/miraiz_app/m00052_
cooling-off

・特定商取引に関する法律上の訪問販売または電話勧誘販売によりお申し込みいただいたお客さまは,別紙「ガスご契約開始（変更）のご案内と
契約内容確認のお願い」に記載のご契約について,お客さまが本書面を受領した日から起算して8日を経過するまでは,書面または電磁的記録

（クーリングオフ受付フォーム等。）（以下, 「解除書面」といいます。）により無条件でご契約の解除（クーリングオフ）を行うことができます。

・上記にかかわらず,当社がご契約の解除を妨げる目的でご契約の解除に関する事項につき不実のことを告げる行為をしたことによりお客さま
が当該告げられた内容が事実であるとの誤認をし,または当社がご契約の解除を妨げる目的で威迫したことによりお客さまが困惑し,これらに
よってお客さまが契約の解除（クーリングオフ）を行わなかった場合には,当社がご契約の解除を行うことができる旨を記載して別途交付する
書面をお客さまが受領した日から起算して8日を経過するまでは,お客さまは,解除書面によりご契約の解除を行うことができます。

・ご契約の解除は,お客さまが,解除書面を発した時に,その効力を生じます。

・ご契約の解除があった場合においては,当社は,ご契約の解除にともなう損害賠償または違約金の支払いを請求しません。

・ご契約の解除があった場合には,当社は,既にご契約に基づきお客さまに対してガスの供給等のサービスを提供したときにおいても,ご契約に
かかるサービス提供の対価その他の金銭の支払いを請求しません。

・ご契約の解除があった場合において,当社は,ご契約に関連してお客さまから金銭を受領しているときは,速やかにその全額を返還します。

・お客さまがご契約の解除を行った場合において,ご契約にかかるサービスの提供にともないお客さまの土地または建物その他の工作物の現
状が変更されたときは,お客さまは,当社に対し,その原状回復に必要な措置を無償で講ずることを請求することができます。

・解除書面については,下記の記入例を参照のうえ,ハガキなどにより当社宛に郵送等をお願いいたします。書留または簡易書留で郵送するの
が確実です。

ご契約の解除（クーリングオフ）に関するお知らせ

○お申込みいただいたガスのご契約
　●●プラン
　
○契約年月日（申込年月日）
　●●●●年●●月●●日
　
　上記の契約を解除しますので通知します

○ご契約名義
○ご使用場所
○電話番号

： ▲▲　▲▲
： △△△△△
： ◆◆◆◆◆

解除書面の記入例


